
京丹波町瑞穂支所複写サービスに関する契約仕様書 
 
 
１ 契約の内容 
京丹波町（ 以下「発注者」という。）に対し、複写サービス供給業者（ 以下

「受注者」という。）が複写機を設置し、その複写機の適切な操作方法を指導す

るとともに、複写機が常時正常な状態で稼働し得るように、点検、清掃、調整、

補修及び部品の交換等を行い、複写に必要なドラム、トナー等消耗品（用紙及

びステイプル針を除く。） を円滑に供給し、発注者がこれに対し複写枚数に応

じて複写サービス料金を支払うものとする。 
 
２ 契約期間 
本件は、地方自治法（ 昭和２２年法律第６７号）２３４条の３の規定による

長期継続契約とし、契約期間は、平成２４年７月１日から平成２９年３月３１

日までとする。 
ただし、本契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係

る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、本契約を

変更し、又は解除することができるものとする。 
 
３ 契約単価 
（１）本仕様書に記載した仕様を満たし複写サービスを提供するモノクロ及び

カラーの 1 枚当たりの単価（税抜き）で契約を行うものとする。 
（２）月間複写想定枚数は、下記のとおりとする。ただし、今後の複写枚数を

保証するものではなく、実際の複写枚数が上回っても下回っても契約単価に

変更はないものとする。 
モノクロ        ７，０００枚／月 
カラー         １，０００枚／月 

（３）モノクロ及びカラーそれぞれの単価（小数点以下２けた）に、それぞれ

の月間複写想定枚数を乗じた額の合計額を入札額とする。 
 
４ 複写機の設置台数 
複写機の設置台数は、総数１台とし、その設置場所は、京丹波町瑞穂支所事

務室とする。 
 



５ 複写機の構成及び機能 
別紙に掲げるもの又はこれと同等以上のものを有し、これらの機能が一体と

して運用できるのもとする。なお、機器は最新のものとし、再生機、再整備機

及び中古機は不可とする。 
 
６ 料金の支払 
（１） 受注者は、毎月末において発注者の係員の確認を受けて、複写枚数に応

じて、複写サービス料金及び法令所定の消費税を発注者に対し請求する。 
（２）複写サービス料金は、１箇月間（ 月の初日から末日までをいう。以下同

じ。） の複写枚数に契約単価を乗じた額（小数点以下切捨て）とする。 
（３）複写枚数は、当該機器による１箇月間の総複写枚数から、受注者の技術

員が当該機器の点検、調整等のために使用した複写枚数を減じた数とする。 
 

７ 複写機の保守等 
（１）複写機の故障等により、発注者が当該機器を正常な状態で使用できない

ときは、受注者は発注者の要請に基づき、直ちに技術員を設置場所に派遣し

て、速やかに正常な状態で使用することができるようにしなければならない。 
（２）複写機の故障等が頻繁に発生する場合は、受注者は速やかに新しい機器

に交換しなければならない。 
（３） 受注者の作業の実施は、原則として発注者の就業時間内に行うものとす

る。 
（４）消耗品については、発注者からの申出等に基づいて円滑に供給を行うと

ともに、使用済み消耗品の回収を行うこと。 
（５）受注者は、発注者が複写機を適切に使用することができるように、機能

等について必要な指導及び助言を行うものとする。 
 

８ 複写機の管理等 
（１）複写機及び消耗品等の所有権は受注者に属し、発注者はそれらを善良な

る管理者の注意義務をもって使用し、管理する。 
（２）発注者は、複写機の設置場所を変更するときは、あらかじめ受注者に通

知する。この場合当該機器の移動は、受注者が行うものとする。なお、設置

場所変更に要する費用は、受注者が負担するものとする。 
 
９ 保険 



受注者は、契約対象物件について、受注者の費用で動産総合保険に加入する。 
 
１０ 機器の設置等 
（１）機器は平成２４年７月１日から正常に稼働できるように設置し、取扱方

法の適切な指導を行うこと。なお、搬入に際しては、発注者と協議のうえ、

前設置業者と入替時期の調整を行うなど、機器が利用できない期間が生じな

いようにすること。また、契約期間終了後は速やかに撤去しなければならな

い。 
（２）搬入設置及び撤去に要する費用は、受注者が負担するものとする。 
（３）設置に際し、機器のネットワーク接続及び設定等を行うこと。また、Ｆ

ＡＸ機能に係る宛先データ入力を行うこと。 
 
１１ 機密の保持 
（１）受注者は、保守の実施に当たって知り得た発注者の業務上の機密を外部

に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約期間満了後も同様とす

る。 
（２）受注者は、保守作業において記憶装置を交換する際や契約終了後の機器

撤去の際等、記憶装置から情報漏えいの可能性がある場合は、自らの費用負

担において、発注者の使用により記憶されたすべてのデータを完全に消去す

ること。 
 


